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御坊保健所管内データ

１１

①現行の診療報酬

②SCR（標準化レセプト出現比）



①現行の診療報酬
（近畿厚生局への届出）

１２

11（17%）

9（13.6%）

機能強化加算 地域包括診療加算
管内：66診療所（歯科除く）

（R7.8.1現在）



A000_00_11 機能強化加算（初診）

②SCR（標準化レセプト出現比）について

１３

SCRとは、標準化レセプト出現比（standardized claim-data ratio）をいい、NDB（レセプト情報・特定健診等情報データベース）のレセプト
に出現する診療行為や薬剤の件数を、年齢構成の違いを調整して指数化したスコア。
全国平均１００に対してその地域が１００より大きい場合、選択した診療行為が相対的に多くなされていることを表す。



② SCR（標準化レセプト出現比）について

A001_00_10 地域包括診療加算

SCRとは、標準化レセプト出現比（standardized claim-data ratio）をいい、NDB（レセプト情報・特定健診等情報データベース）のレセプト
に出現する診療行為や薬剤の件数を、年齢構成の違いを調整して指数化したスコア。
全国平均１００に対してその地域が１００より大きい場合、選択した診療行為が相対的に多くなされていることを表す。 １４


